
 

｢セメント・コンクリート論文集｣ならびに｢セメント技術大会･総合索引｣の 

インターネット公開のお知らせと公開許諾のお願い 

 
社団法人 セメント協会 

 

１．お知らせ１．お知らせ１．お知らせ１．お知らせ    

セメント協会では、セメント・コンクリートに関する技術情報の発信を目的に、セメン

ト技術年報(1947-1988)ならびにセメント・コンクリート論文集(1989-)を刊行しており、

セメント材料科学の進歩・発展に寄与する刊行物として評価されています。 

また、研究者や技術者の方々のお役に立てるよう、セメント技術大会・総合索引として、

第1回セメント技術大会（1947年）から第50回大会（1996年）までの研究報文5,400余編に

ついて項目ごとに閲覧できる冊子を出版するとともに、インターネットによるセメント・

コンクリート論文集の検索サービスを1998年より導入し、No.22(1968年)からNo.64(2010

年)までの5,221論文の論文書誌事項などの検索が行えるようにしました。 

近年、さらなる情報通信技術の進展により、学術論文などをホームページ上から自由に

閲覧できるようにする動きが定着してきております。 

当協会におきましても、セメント･コンクリート論文集の今後のあり方、編集作業の効率

化について議論する中、インターネット上で論文（PDF）を全文公開することは、学術誌と

しての認知度および利便性が増すものと認識し、科学技術振興機構（JST）のJ-STAGE（科

学技術情報発信・流通総合システム）を利用する予定です。 

また、セメント技術大会・総合索引につきましても、第51回セメント技術大会（1997年）

以降はインターネット上で閲覧できるようにする予定です。 

 

２．公開の方法２．公開の方法２．公開の方法２．公開の方法    

（1）セメント・コンクリート論文集 

論文集の印刷物としての発刊（毎年3月頃）は当面継続し、発刊して１年経過した後は、

一般公開（オープンアクセス、インターネット上への公開）を予定しています。また、既

往の論文については、準備が整い次第、一般公開を進めていく予定です。 

（2）セメント技術大会・総合索引＊ 

第51回セメント技術大会（1997年）以降の索引については、当協会のホームページから

本年夏を目処に、閲覧ができるようにいたします。 

 
＊ 講演題目、著者名、キーワード、概要、セメント協会研究奨励金の有無 

    



 

 

３．３．３．３．電子電子電子電子公開許諾のお願い公開許諾のお願い公開許諾のお願い公開許諾のお願い    

公開にあたり、これまでにセメント技術年報ならびにセメント・コンクリート論文集に

掲載された著者の方々、また、第 51 回（1997 年）以降のセメント技術大会講演要旨に掲

載された著者の方々に対し、電子公開の許諾をお願いいたします。 

本来ならば著者の方々一人一人に許諾依頼をすべきところでありますが、膨大な作業量

となりますので、当協会セメント･コンクリート誌および本協会ホームページによるお知ら

せをもって依頼申請を行ったものとさせていただきたくお願い申し上げます。 

ご自身の論文の公開を許諾いただけない場合は、下記の期日までご連絡をお願いいたし

ます。ご連絡がない場合は、許諾をいただいたものとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．４．４．４．おおおお問合せ問合せ問合せ問合せ先先先先    

ご不明な点は下記までご連絡をお願いいたします。 

社団法人 セメント協会 研究所 技術情報グループ 

TEL 03-3914-2692  E-Mail jca_pi@jcassoc.or.jp 

以上 

公開に関わる著作権の取り扱いについて 

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作財産権の

2つに分かれます。 

・著作者人格権（表現権）：同一性保持権、公表権、氏名表示権など 

・著作財産権：複製権・公衆送信権など 

公開された論文の著作財産権については、無償提供のお願いをし、著作者人格権は著者名明記の

原文（PDF）が収録され、改ざん等がないことを確約して了承をお願いするものです。 

第 51 回（1997 年）以降のセメント技術大会講演要旨に掲載された著者の方々へ 

公開を許諾されない場合は、2012年6月29日（金）までにご連絡をお願い申し上げます。 

 

セメント技術年報ならびにセメント・コンクリート論文集に掲載された著者の方々へ 

公開を許諾されない場合は、2012年11月30日（金）までにご連絡をお願い申し上げます。 


